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◆農地を守り、農業と地域を支えるために、農地法等関係法令に基づき、地域農業者の代表である農業委員・農地利用最適化推進委員の活動を
行政委員会の事務局として補佐します。また、今年度は委員改選があることから、必要な研修を行うほか、農地の取得やその権利の保護、農業上
の効率的な利用を図るための調整を行います。
◆農業者の地位の向上と農業生産力の増進を図るため、許認可業務等を適正かつ迅速に行います。
◆農地等の利用の最適化の推進（担い手への農地利用の集積、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など）に努めます。
◆農地の利用状況についての定期的な調査のほか、相続等による農地の権利移動の把握に努め、最新の情報により、あっせん等の活動を行い
ます。

所属

合計 3 0 2 5 23,462

－ －

農業委員会事務局 2 0 2 4 23,462 782 22,680

経営層（事務局長） 1 0 0 1 －

《令和８年度　農業委員会事務局　組織目標》　

1

　農業従事者の減少と高齢化が進む中、一転、米価が上昇したもの
の資材高騰からその利益は打ち消され、かつ鳥獣被害等への抜本
的な対策が見いだせないことから、生産意欲の減退に歯止めがかか
らず、遊休農地の増加が懸念されています。
　10年後の地域農業の設計図である「地域計画」をもとに、担い手等
に対して、農地のさらなる集積・集約化を図り、農地の保全と、農業者
の経営を安定化させる必要があります。

①

　市が策定した「地域計画」および農業委員会が策定した「農地等の利用の
最適化の推進に関する指針」に基づき、『遊休農地の解消』『担い手への農
地利用集積』『新規参入の促進』にかかる課題の解決・解消に努めます。
　また、令和4年2月に農林水産省から発出された「最適化活動のガイドライ
ン」に基づき設定した「最適化活動の目標」にかかる、実施状況および目標
達成状況について毎年度、点検・評価し、その結果を市HPに公表することに
より、農業委員会活動の「見える化」に努めます。

①

【取組】
　農地の出し手・受け手の意向を把握し、地域における話し合いに参加する
ことで、『地域計画』において各地区で出された課題の解決に向け、農地利用
集積に向けた取組を進めます。

【成果目標】
　農地利用集積・集約化を推進します。
　・農地利用集積面積
　　令和7年度　728ha　➡　令和8年度　737ha　　＋9ha
　・集積率
　　令和7年度　66.0% 　➡　令和8年度　67.0%　　＋1.0%ポイント
　　　（75%　[令和15年3月目標値]）

　１．現状認識
　　　（重点目標の背景となる現状・社会の動向・現場の課題など）

　２．重点目標 　　３．目標達成のための取組と成果目標

②

【取組】
　農業委員、最適化推進委員、関係機関が連携を図り、農地パトロールを実
施します。

【成果目標】
　無断転用行為、遊休農地の発生防止、解消を推進します。
　・遊休農用地面積
　　令和7年度　 2.6ha　➡　令和8年度　 1.7ha　　▲ 0.9ha
　・遊休農用地割合
　　令和7年度　 0.23%　➡　令和8年度　 0.15%　   ▲ 0.08%ポイント
　　　（0ha　[令和11年3月目標値]）
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